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GISによる電子国土の整備

奈良大学文学部地理学科

碓井 照子

全国縦断GIS実践セミナー 2006 １．地理空間情報活用推進基本法の重要性

愛称は NSDI法
（National Spatial Data Infrastructure;国土空間データ基盤法）

この法律は、NSDIをいかに恒常的に国家として整備し、更新し、

そして国民の豊かな生活と安心・安全な生活を実現するために
活用するかという21世紀の国家の社会基盤整備の基本を示した

ものである。

国土空間データ基盤とは、骨格的なGISデータだけでなく、GIS
データの整備やGISサービスの提供を推進する組織、人材、教

育、技術を含む広義の社会情報基盤であることを理解すること
が重要

①すべての財と労働力を商品とする

商品経済社会、

②生産のための建物・機械・土地などを私有財産とする

私有財産制度

③利潤を追求する経済活動は自由であるという

競争市場

資本主義社会の３つの要件

地理空間情報活用推進基本法(NSDI法）で重要なことは、21世紀
のIT社会における私有財産制度のIT化の基本を示していること。

GISはそれを実現する技術であり、管理技術でもある。

紙ベースの私有財産制度から電子化された私有財産制度へ

不動産登記法の改正(平成17年3月）

• 不動産登記におけるオンライン申請の導入

(e-Japan構想）

①登記原因証書及び申請書副本の廃止と登記原因証明情報の

提供の新設

②登記済証（権利証）制度の廃止と登記識別情報の導入

③保証書の廃止と事前通知制度及び資格者による本人確認情報
制度の新設

改正に伴う表示に関する登記での大きな変更点は何か。

平成19年度GIS関係予算からみる国土空間データ基盤整備の方向性

法務省と国土交通省は100億以上の概算要求（省庁連携による基盤地図情報の整備を示
す。NSDIの基盤データは、国家の基盤であることを示し、省庁連携の必要性を意味する。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/180905/siryou.pdfより引用 地理空間情報活用推進基本法に
よる基盤地図情報の整備

• 国土地理院は、H１９年度の予算に計上

• 重要なことは、国、地方自治体、地域が一体となって整
備する基盤地図情報であること。

筆界、道路などの骨格的情報は、登記や公共事業(道
路、河川などインフラ整備）の測量データから日常的に
作成されてくる。基準点の整備は、これらのデータをGIS
で共有化して利用する仕組みである。そして、現在の
GIS技術では、インターネットを利用したGISWebサービ
スで提供される。電子国土Webがそれを示している。

このことは、国土地理院のホームページから理解される。
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地理空間情報社会を支える基盤の確立
－ 平成１９年度予算概算要求（国土地理院関連分）について 2006年8月30日国土地理院

より引用

http://www.gsi.go.jp/GSI/IMPORT/19/img/2-1.pdf より引用

地理空間情報社会を支える基盤の確立
－ 平成１９年度予算概算要求（国土地理院関連分）について 2006年8月30日国土地理院

より引用

国は、地理空間情報活用推進基本法のもとに省庁連
携によるNSDI整備･更新（或いは電子国土整備）体制

の組織化が必要。

• 地方自治体は、ＩＴ時代の国土の基盤(NSDI、電子
国土）を整備･更新する社会的使命を義務付けてい
るのが、地理空間情報活用推進基本法であることを
理解する必要がある。

• そのためには、街区基本調査等で整備される基準
点や地籍調査素図,GIS関連データが国からの移管
された後、NSDI部・GIS部・電子国土部（仮称）など
を設置して、基盤地図情報を恒常的に整備し、更新
する業務体制の整備が必要になる。（基盤地図作
成業務）

電子国土Webの重要性

なぜ、電子国土が重要なのか

地域情報を如何にして住民と行政が共有化
するのか.

地域プラットフォームの必要性

安心/安全情報の住民との共有

青森市が地域資源活用

青森市が地域資源活用プロジェクトで電子国土Web/GISを利用
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青森県市町村戦略会議

地域活性化戦略としてGISと
電子国土Webを利用

地域情報を電子国土Webを使

用して住民と共有

地域/災害情報の共有化 電子国土Webによる市町村／国との

連携が可能に

• １、地理空間情報活用基本法案は、GISや測

位サービスによる地域情報の共有化のため
の基本法である.

• ２、地理空間情報活用基本法案では、大縮尺
の基盤地図情報の更新も含めてデータ作成
の基本が明確化

• ３、現在の電子国土Webは1/2500か1/25000
レベル、将来的には、1/500レベルからシーム

レスな地域情報基盤が提供される可能性も
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Google Eartｈと電子国土Web

• Google Earthの魅力は、世界が見えること

ただし、米国企業のASPサービスであるため、

安心/安全面で問題があるかも？

電子国土Webのサイトは、日本(国土地理院)：日本地図
センターであるため、安心/安全面では心配がない

災害時、国の情報は、すべて電子国土Webに掲載され
る.緊急時へ災害情報の共有化が可能に

そのためには、住民が平時より電子国土Webを使用

する環境が必要

ハザードマップと災害に関する
リスク管理の重要性

• 災害時の被害を軽減するためには、住民が
地域の潜在的な災害リスクを理解することが
必要

• 日常的な防災教育には、電子国土Webが必
要

• 電子国土Webによる情報共有化から住民へ
の行政サービスの向上が可能に

電子国土Webは地域のＧＩＳ産業を
育成する.

• 地方自治体は、地図をベースにした電子国
土Webアプリケーションの開発を地域の企業
やNPOにアウトソーシングすることが重要

地理空間情報の活用により住民サービスの向上
と地域情報産業の発展が可能に

地理空間情報活用基本法案

北海道における地域活性化とGIS

20世紀と21世紀の相違点は何か？

Real World

（実世界）

国土の建設

（測量・土木・建設…）

20世紀

Real-
Time
Data 
Feed

Tradit
ional
DBMS

Non-
traditio

nal
DBMS

NETWORKS AND CLIENT/SERVER TECHNOLOGY

File
For
mat

インターフェース

Cyber Space

（サイバースペース）

電子国土の建設

（測量･土木・建設・情報…)

21世紀
20世紀と21世紀で何が異なるのか。

政策リスクの少ない社会

地球環境の
保全と開発

人類の快適な生活

Real World
NSDI

Cyber Space

電子国土

電子政府
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Geographic Information

•Spatial reference
•Temporal reference
•Spatial properties
•Spatial operations
•Topology
•Quality
•………...

•

Data
Administration
Cataloguing
Spatial Reference
Descriptive Reference
Quality
Quality Evaluation
Procedures
  Metadata

Data Models
& Operators

Spatial schema
Temporal Schema
Spatial Operators
Rules for
Application Schema

Geographic Information
Services

Positioning services
Portrayal
Serviced
Encoding

Information Technology

•Open Systems Environment (OSE)
•Information Technology Services
•Open Distributed Processing (ODP)
•Conceptual Schema Languages (CSL)
•………………………….

Framework and Reference Model

 Reference Model, Overview
 Conceptual schema language,

 Terminology, Conformance and testing

Profiles &
Functional
Standards

ISO/TC 211 work based on both GIS and IT concepts

測量/地図/地籍/設計
/･･･測量土木建築業

通信・情報業

ＧＩＳは、産業の融合化を必要とする。

http://gislounge.com/ll/crimemapping.shtml

地域情報(地理空間情報）の
管理・運用・活用とNSDI

• 地理空間情報活用推進基本法案では、地域
情報である地理空間情報の活用を促進し、
住民サービスの向上や地域の安心安全を実
現させるため、GIS技術者などの人的資源・
教育問題、GISサービスによるGISビジネス

の発展、地域活性化を可能とする産官学連
携のＧＩＳ組織の確立などもすべて国土空間
データ基盤として定義している。

2、住民サービスの向上とGIS

ｅ都市ランキング

日経パソコンが実施しているITを活用し、住民

サービスの向上を実現させている市町村の
全国順位 2005年版

WebGISなどGISを有効に活用している市町

村が上位を占めている。

1位は、西宮市

「e都市ランキング」調査とは
日経パソコンが毎年実施してい
る市区町村の情報化進展度調
査です。「e都市ランキング
2005」の調査対象は、2005年5
月末時点の市町村に東京23区
を加えた2399自治体。各自治体

の情報化担当部署に対してアン
ケートを送付する形式で調査を
実施しています。回答を寄せた
自治体は2091（回収率は
87.2％）。内訳は、市・区が700
（回収率は91.7％）、町が1112
（同85.3％）、村が279（同
84.0％）。各自治体の情報化進

展度は、得点とランキングで紹
介しています。
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なぜ、西宮市や市川市、豊中市の
順位が高いのか。

• 住民が行政情報にアクセスする回数が多い。

• 住民が行政情報にアクセスすることが容易。

日経パソコンe-都市ランキング報

告書より

Ｗｅｂページのアクセスビリ
ティ対策基準をJIS化した。

日経パソコンe-都市ランキング報告書より

地方自治体におけるアクセスビリティの実施状況

米国のNSDI（国土空間データ基盤整備）

• 重複投資の回避

• 住民へのオープンなアクセス

GISは行政情報のアクセス回数を増やす技術でもある。

1993 ２０００１９９５ １９９８

情報技術に
よる行政改
革(電子政

府）１９９３

情報公開法１９９８

情報セキュリティ政策1998

電子政府プログラム1997

米国の電子政府と国土空間データ基盤整備

インターネットの普及

IT産業.GIS産業の育成

国土情報基盤
（NII）１９９３

デジタル地域社会政策
１９９８デジタル地球1998

米国のNII NSDI NBII

National Biological Surveyで1994年
より整備開始 1996年USGSに統合

され、Biological Resource Division

国家生物情報基盤

情報スーパーハイウェイ

国土空間データ基盤

第１に、空間データのうち、国土全体
の地勢や行政界等の基盤的な地図
データを「空間データ基盤」(基盤地

図）と呼ぶ。空間データ基盤について
は、その整備を着実に進めていくた
め、その項目を空間データ基盤標準
として標準化した。

第２に、空間データ基盤に結びつけ
て利用される台帳、統計情報等のう
ち、公共的観点から基本的なものと
考えられるデータを「基本空間デー
タ」と呼ぶ。

最後に、航空写真や衛星画像等から
作成される「デジタル画像」について
も、ＧＩＳにより利活用されることが期
待されており、国土空間データ基盤と
位置付けられている。

２、国土空間データ基盤の重要性と法整備
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「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」レビュー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gis/h14review.html

平成１４年２月
はじめに 地理情報システム（ＧＩＳ：Geographic Information Systems）は、社

会・経済・文化活動を行う上で基本となる地理情報の編集・統合を可能とする
基盤的ツールであり、行政、企業活動、国民生活の幅広い分野に大きな変革
をもたらす２１世紀の高度情報化社会の重要な情報基盤である。

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災においては、関係機関が保有する
データを相互に利用するシステムがなかったため、早期の被害状況の把握、
震災直後の救援活動の支援、復興の支援等を迅速かつ効率的に進めること
ができなかったことが事後の大きな反省として提起された。

この教訓や諸外国でのＧＩＳの取組の状況を踏まえ、平成７年９月に、各行政機
関による地理情報システム（ＧＩＳ）の効率的な整備及びその相互利用を関係
省庁の密接な連携の下に促進するため、「地理情報システム（ＧＩＳ）関係省
庁連絡会議」（以下「ＧＩＳ関係省庁連絡会議」という。）を設置した。
ＧＩＳ関係省庁連絡会議は、平成８年１２月に「国土空間データ基盤の整備

及びＧＩＳの普及の促進に関する長期計画」（以下「長期計画」という。）を策定
し、基盤形成期（平成８年度から平成１０年度）及び普及期（平成１１年度から
概ね３年間）の取組方針を明示した。

また、平成１１年３月には「国土空間データ基盤標準及び整備計画」（以下「標準及
び整備計画」という。）を策定し、国土空間データ基盤に関する技術的な標準（地
理情報標準）、利用頻度が高く、社会的効果が大きい等の観点で選定した標準的
なデータ項目（空間データ基盤標準）の二つの標準を「国土空間データ基盤標準」
として定めるとともに、国土空間データ基盤整備に係る国、地方公共団体、民間の
役割に関する考え方を整理し、普及期における国の主要な役割として、1)空間
データ基盤の整備促進、2)既存の空間データの提供促進、3)データの相互利用
のルールづくり及び法令等の見直し、4)国における地図データ等の共有、利用促

進等を定めた。
さらに、平成１２年１０月には、「今後の地理情報システム（ＧＩＳ）の整備・普及施

策の展開について」を申し合わせ、「標準及び整備計画」に盛り込まれた事項のう
ちＧＩＳの整備・普及を早期に図る観点から重点的に取り組むべき施策等について
取り決めた。 (国土交通省国土計画局の文面より引用）

阪神淡路大震災後、政府は、10年間、国土空間データ基盤整

備を検討してきた。

GIS＋衛星測位

GIS省庁連絡会議

測位･地理情報システム等推進会議

地理空間情報の活用に関する法律

「地理空間情報活用基本法案」について

Geospatial Information

「国土空間データ基盤」を現在の技術動向に合
わせて法整備をした。

国土空間データ基盤整備/GIS

衛星測位/GPS

都市再生街区基本調査/地籍調査

電子自治体/行政改革

住民サービスの向
上

豊かな国民生活
安心･安全な社会

地理空間情報

基盤地図（空間データ基盤）

基本空間データ（台帳･統計データ）

画像データ

ＧＩＳの人材・教育

GIS組織･団体 産業

GIS/GPS/リモートセンシング

国土空間データ基盤

GIS技術者資格制度の発足（ＧＩＳ学会ホー

ムページ参照）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030702ejapan_s.pdfより

NPMとVFMの定着
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電子自治体論の背景にある考え方

２、ＶＦＭ（Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ）

税 金を国民のために使用する。

国民・住民ベースの自治体

１、ＮＰＭ(New Public Management〕

新しい自治体運営のあり方

評価概念を導入した行政運営理論

３、ＩＴによるオープンで公平な社会の実現

2000年代におけるNPMと電子政府論とGIS
電子政府の目標： NPM理論とIT革命を軸に国民への質の高

い公共サービスの提供

クリントン政権は、NPMとIT革命をリンクさせ、行政

改革による国民へのサービス向上のため、大統領
令により、国土空間データ基盤整備を推進した.

GISは、行政業務効率化と住民サービス拡

大に不可欠のもの、そして

従来の縦割り行政の重複投資を防ぐため
共通基盤としての国土空間データ基盤
(共通空間データ）が導入されたが、縦割

り行政の元では、実現が難しい。

NPMによる経営効率のよい行政組織の再編が必要

統合型GIS導入のプロセスを重視し、
行政組織の再編を行う.

Process based GIS

3、都市再生街区基本調査とGIS

街区基準点の整備(DID）

街区点を利用した公図の位置あわせ

豊中高槻方式による更新可能なGIS整備

国土調査課資料より

国土調査課資料より
国土調査課資料より
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国土調査課資料より 国土調査課資料より

国土調査課資料より

国土調査課資料より

国土調査課資料より
国土調査課資料より
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国土調査課資料より

官民境界確定調査を先行

• 国土空間データ基盤の筆界のうち、官民境界
を国が整備する方向

• 道路縁の確定とも連携 (道路）

• 基準点整備(基準点）

• 位置参照情報（住所代表点）

国は、大縮尺基盤地図情報として都市再生街区基本調査。地
籍調査で官民境界と基準点を整備する方向

市街地緊急地籍調査事業の考え方

地籍調査素図
の考え方へ発
展

豊中市･市川
市・大阪
市・・・などで
実施

基準点網整備の方策

基準点網の整備・共有

官民境界、管理境界の
確定・公開

最も基盤となる空間データ基盤標準の整備による
骨格情報の整備が第１ステップ

道路管理者、河川管理者、
民間が共通する基準点を共
有すること。

市川市が地
籍調査から
位置参照点
整備

メンテナンスによる品質劣化の防止

メンテナンスによる
品質の劣化

都市基準点
位置参照点

建設ＣＡＬＳ
との連携

メンテナンスによる
品質の向上

都市再生街区基本調査の根底にある考え方①

街区基準点の設置

測量業者の確定
測量図と土地家屋
調査士の地積測
量図の電子申請を
利用

地籍情報と基準点、図根点、境界点の重要性

ＧＩＳのデータは、地物毎に精度が異なる。

ＧＩＳでは、重ね合わせるときに参照点が必要

地盤は常に移動しており、座標値のみの管理は難しい。

ＧＩＳデータの更新を電子申請図面からするには、図面に位
置参照点が記入されていると便利

電子申請される測量の竣工図面や登記の地籍測量図
を利用してＧＩＳデータの更新をするのが効率的

多数の位置参照点が必要
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１．街区の境界に関する情報を整備する必要性

（１）都市再生につながる事業（都市再開発事業、土地区画整理事業、道路・
街路整備、マンション建設等）を具体化する過程では、必ず官民境界の確
認が必要となる。

これらの作業には費用と時間を要し、また、協議・調整に手間取った場
合、事業が計画どおり進まない原因ともなる。

【官民境界の確認は特に民間開発において障害】

① 確認申請は地権者からの申し出が原則。面的開発の場合、
反対する地権者に関連する境界は確認手続に入れない。（確
認期間長期化の要因に）

② 道路幅員を担保するため、隣接地権者に加え道路対面地権
者の確認も必要。これらの地権者は境界確認にメリットを感じ
ないため、ささいなことで同意取得が困難となることも。

③ 道路管理者は自らの管理する道路について十分な境界情
報をもたない場合が多い。この場合、境界を探索するための
調査費用は民間側が負担。

民間開発のネックは官民境界の確認との声も
官民境界線 の確認を受けるためには、Ａ
～Ｅの５名の同意が必要。この事例では、西側
隣接者Ｄは60mm、東側隣接者Ｅは2mm、それ
ぞれ敷地内への後退を求められ、その同意取
得に８ヶ月を要した

60mm後退
2mm後退

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ
Ｅ

対面官民境界線

国土調査課資料より

【公図＋確定測量図】

② 街区基本調査の成果

このような地域においては、土地区画整理事業の確定測量図などに街区基
本調査による街区角の座標調査の結果を組み合わせることで、街区外周の座
標値が明確化。

公図の精度が管理の過
程で失われている。

震災復興図（確定測量
図）を基礎図面として利用

公図の精度が管理の過
程で失われている。

震災復興図（確定測量
図）を基礎図面として利用

確定測量図への組み合わせ例

国土調査課資料より

【公図】

② 街区基本調査の成果

このような地域においては、街区基本調査により得た公図４角の官民境界点
（街区点）の情報のみでは街区の位置把握は困難。

公図、その他の境界資料のいずれもが線的な正確さをもっておらず、
公図４角での境界座標値だけでは街区の外周が明らかにならない。

【既存の境界関連資料】

街区点

公図上の街区点
に対応する点

【公図＋既存の境界関連資料】

国土調査課資料より

以上の状況を踏まえ、今後の大都市における地籍整備については、以下のような手法で
進めることとしたいが、どうか。

○ 大都市については、通常の一筆地調査によったのでは合理的期間内に成果を得ること
が困難である。このため、

ア．市区町は土地の骨格となる街区の情報を官民境界等先行調査により重点的に整備

イ．一筆地の情報は法務局が地積測量図の収集により蓄積し市区町と共有

という組み合わせを基本に対応する。

○ このような手法により一筆地情報の蓄積を開始するためには、街区外周についての基
礎的情報の整備が不可欠である。このため、このような情報の不足する旧公図の区域につ
いて重点的な対応を講ずる。

なお、このような情報の整備は、地籍整備に資することはもちろん、土地活用の具体
化に際しての障害を軽減し都市再生の推進にもつながるものである。また、国土の基盤情
報を提供するものであり基盤地図情報の相互活用を促進するものでもある。

○ なお、中小都市については、通常の一筆地調査が、調査期間・調査費用の両面で有利
であることから、街区基本調査の成果も活用しながら、引き続き従来手法での調査を推進
する。

都市における今後の地籍整備の具体的手法（案）

地域情報共有化と地域活性化のためにに

• 1、地理空間情報活用推進に関する計画を地方自
治体は作成することになるが、そのとき、統合型
GISや基盤地図情報を扱う部署を明確にし、地域
企業やNPO、大学などと連携して地域情報の管
理・運用を実現すること。 地域のための地域組
織の重要性

•２、米国では、GIS部署にGISスペシャリストがおり、
政策決定支援システムをサポートしている。これら
のGISスペシャリストの技術や知識を保証するGIS技
術資格としてGIS Professionalという技術資格制
度が2004年から発足。日本でもGIS関連学会連携に
よりGIS Professional認証が2006年夏より開始

地域内にGIS技術者を育成することが重要

米国のI-teamの事例

IT ガバナンスとCIOとGISセンター

http://www.indygov.org/cio/officecio.htmyori

インディアナ州のCIOと
GISセンタ-との関係



第６回 ＧＩＳセミナー・中国 2006/11/13

地理情報システム学会中国地方事務局 12

http://wwwsoc.nii.ac.jp/gisa/giscd/index.html

ＧＩＳは、21世紀の人間にいったいどのような恩恵をあたえるの

か？
ＧＩＳを活用した効率的で質の高い行政サービスとは何か。

４まとめ 電子政府・電子国土と21世紀GIS

電子政府と電子国土の重要性

2種類の社会基盤整備（公共事業の質的変化）

現実社会の社会基盤（道路、公共建物、河川構造物・・・） 現実国土

サイバー社会の社会基盤（電子道路、電子公共建物・・・） 電子国土

国土空間データ基盤

電子国土
社会基盤

実国土

直接・間接位置参照点

電子政府（電子申請,電子調達・・・）

基準点


